
 

 

 

生野区災害時協力事業所・店舗等登録制度要綱 

 

（目的） 

第 1条 この要綱は、地震や風水害等の大規模災害時において、救援活動に協力する意思

を有する生野区内又は近隣地域に所在する事業所・店舗等（以下「事業所」という。）

を事前に登録することにより、地域における被災者支援及び復興等の活動を円滑に行う

ことを目的とする。 

 

（協力内容） 

第２条 事業所は災害時において、自らの安全が確保できた後、可能な範囲で次の協力を

行う。 

(1) 労務・技術（医療、介護、機械操作、通訳等）の提供 

(2) 物資（飲料水、食料品、生活用品等）の提供 

(3) 施設（駐車場、倉庫、オープンスペース等）の提供 

(4) 資器材（重機、車両、発電機等）の提供 

(5) その他災害対策に必要な協力、支援 

 

（登録手続き等） 

第３条 登録を希望する事業所は、生野区災害時協力事業所・店舗等登録（変更）申込書

（様式第１号）により、区長に届け出るものとし、登録内容の変更についても同様とす

る。 

２ 区長は事業所からの届出があった場合は、その内容を確認し、生野区災害時協力事業

所・店舗等登録証（様式第２号）により通知する。 

３ 前項の規定にかかわらず、区長は登録を希望する事業所が次のいずれかに該当すると

きは、登録の届出を受理しないものとする。 

(1)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）に規定

する暴力団 

(2)  前号に掲げるもののほか、届出を受理することが適当でないと区長が判断する事

業所 

 

（登録期間） 

第４条 登録期間は、登録証交付の日から当該年度の末日までとする。なお、事業所から

登録辞退の申出がない場合については、さらに１年間延長するものとし、以後も同様と

する。 

２ 災害時協力事業所・店舗等の登録を辞退する場合は、辞退届（様式第３号）を提出す

ること。 

 



 

 

（登録情報の公表） 

第５条 区長は登録した事業所の名称及び所在地等を区ホームページ等で公表するものと

する。ただし、事業所が公表を希望しない場合はこの限りではない。 

 

（登録の取消） 

第６条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業所の登録を取り消すものと

する。 

(1) 事業所が廃業、廃止又は解散したとき 

(2) 事業所を第三者に譲渡または売買し、引き続き協力の意思が確認できないとき 

(3) 事業所が事業等において法令等に違反したとき 

(4) 生野区災害時協力事業所・店舗等登録辞退届（様式第３号）の提出により、辞退を

申し出たとき 

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録しておくことが適当でないと区長が判断したとき 

２ 前項により登録を取り消したときは、区長は速やかにその旨を当該事業所へ通知する

ものとする。 

 

（費用負担） 

第７条 第２条の協力にかかる一切の経費については、事業所の負担とする。また、提供

する自らの資器材等の物件の破損等についても同様とする。 

 

（秘密の保持） 

第８条 登録した事業所は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならな

い。本制度の登録事業所でなくなった場合も同様とする。 

 

（登録情報の取扱） 

第９条 登録された情報は、生野区役所（生野区災害対策本部）、生野消防署、生野区内

自主防災組織で共有し、災害時に活用するものとする。 

 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、区長が別に定める。 

 

（附則） 

  この要綱は、令和２年１月１日から施行する。  



 

 

（様式第１号） 

生野区災害時協力事業所・店舗等登録（変更）申込書 

大阪市生野区長 様 

生野区災害時協力事業所・店舗等登録制度要綱に基づき、[登録・変更]します。 

年  月  日 

ふ り が な  

事業所等名称 
 

所 在 地  

ふ り が な  

代表者氏名                             印 

連 絡 先 

担当部署名  担当者氏名  

電話番号  FAX 番号  

E-mail  

協力内容（できる限り具体的にご記入ください） 

□ (1)労務・技術の提供（                           ） 

□ (2)物資の提供（                              ） 

□ (3)施設の提供（                              ） 

□ (4)資器材の提供（                             ） 

□ (5)その他（                                ） 

登録情報の生野区ホームページ等への掲載について 

□ 希望する  □ 希望しない  ※ホームページへの掲載項目は事業所名・所在地のみです。 

□ 生野区災害時協力事業所・店舗等登録制度要綱第３条第３項第 1号に該当しません。 

※□部分については、該当する区分にレ点を記入してください。 

※この申込書に記載された個人情報の利用・管理については、「大阪市個人情報保護条例」を遵守すると

ともに、個人情報の漏えいがないよう適切に取り扱います。 

 

※区役所記入欄 
登録年月日（登録証の交付日） 

 

登録 No． 備考 

 

（お問合せ・届出先）大阪市生野区役所地域まちづくり課 防災担当 

〒544‐8501 大阪市生野区勝山南 3丁目 1番 19 号 

Tel（06）6715‐9022 Fax（06）6717‐1163 

E‐mail : to0002@city.osaka.lg.jp 

mailto:to0002@city.osaka.lg.jp


 

 

（様式第２号） 

 

  年  月  日 

 

生野区災害時協力事業所・店舗等登録証 

 

（事業所名） 

（代表者）             様  

 

大阪市生野区長 〇〇 〇〇 

 

この度は、生野区災害時協力事業所・店舗等登録制度の趣旨に賛同され、ご

協力いただきまことにありがとうございます。 

令和 年 月 日付けでご登録届出のありました貴事業所を、生野区災害時

協力事業所・店舗等として登録しました。 

今後とも生野区政へのご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

（登録番号） 

 

 

（事業所・店舗等名称） 

 

 

（所在地） 

 

 

（協力内容） 

 

 

 

 

（お問合せ先）大阪市生野区役所地域まちづくり課 防災担当 

〒544‐8501 大阪市生野区勝山南 3丁目 1番 19 号 

Tel（06）6715‐9022 Fax（06）6717‐1163       

E‐mail : to0002@city.osaka.lg.jp  

mailto:to0002@city.osaka.lg.jp


 

 

（様式第３号） 

 

辞  退  届 

  年  月  日 

 

大阪市生野区長 様 

 

                （届出者） 

所在地 

名 称 

代表者             印 

 

生野区災害時協力事業所・店舗等の登録を辞退しますので届け出ます。 

 

 

１ 辞退する事業所・店舗等 

 

    登録番号       

 

    所在地                          

 

    名 称                          

 

 

２ 辞退する年月日 

 

       年  月  日 

 

３ 辞退する理由 

 


